
 

告示第３０号 

坂城町就職・移住学生支援金交付要綱（令和６年告示第27号）の一部を次のように改正す

る。 

 

令和 ７年 ６月 ５日 

坂 城 町 長 

 

第１条中「同じ。）の大学」の次に「又は大学院」を加え、「した」を「・修了する」に、

「都内に本部を置く大学の、東京圏のキャンパスに通学する」を「東京都内に本部がある大

学等の東京圏内のキャンパスに在学し、当該大学等を卒業・修了した」に改める。 

第３条第１項中「第４条」を「次条」に改め、「同じ。）」の次に「及び移住に要した経

費（以下「移転費」という。）」を加え、同項に次の２号を加える。 

⑶ 移転費として、最低限の実費分であることを証明できる場合 移住に要した経費の10

分の10以内の額とし、支給上限を160,000円とする。 

⑷ 移転費として、最低限の実費分であることを証明できない場合 66,000円とする。 

第４条第１号ア（ア）中「大学の卒業」を「大学又は大学院の卒業・修了」に改め、「当

該大学」の次に「等」を加え、「する見込みである」を「・修了している」に改め、同号ア

（ア）に次のただし書を加える。 

ただし、交通費については、在学中（卒業見込み）の場合に、在学していることも可と

する。 

第４条第１号ア（イ）中「大学」の次に「等」を、「卒業」の次に「・修了」を加え、

「いること」を「いたこと」に改め、同号ア（イ）に次のただし書を加える。 

ただし、交通費については、在学中（卒業見込み）の場合に、在学していることも可と

する。 

第４条第１号イを次のように改める。 

イ 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。 

（ア） 坂城町に移住したこと。ただし、交通費については、県内企業に就職するこ 

とが内定している場合も対象とする。 

（イ） 移住学生支援事業の申請時において、卒業・修了日から１年以内かつ就業開 

始日から１年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請 



 

時において、就業開始予定前１年以内であること。 

（ウ） 坂城町に、移住学生支援金の申請日から５年以上、継続して居住する意思を 

有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に第２号の 

要件を満たす企業等に就職し、県内に移住する意思を有していること。 

第４条第２号ア（オ）に次のただし書を加える。 

ただし、移転費については、この限りでない。 

第４条第２号ア中（オ）を（カ）とし、（エ）を（オ）とし、（ウ）を（エ）とし、

（イ）を（ウ）とし、（ア）を（イ）とし、同号アに（ア）として次のように加える。 

（ア） 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在する企業等に、 

第１号アの要件を満たす大学等を卒業・修了してから１年以内に就職しているこ 

と。 

第４条第２号イ（ア）に次のただし書を加える。 

ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就

業する見込みがあること。 

第４条第２号イ（イ）に次のただし書を加える。 

ただし、在学中に交通費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定社員として採用予

定であること。 

第５条第１項中「（様式第２号）」を「（様式第２号の１）又は就業証明書（様式第２号

の２）」に、「面接」を「採用」に改め、「交通費」の次に「（ただし、卒業年度に長野県

内で行われた対象企業等の採用試験に要した交通費に限る。）、移転費」を加え、同条第２

項を次のように改める。 

２ 前項の書類の提出期限は、申請する年度の２月末日とする。 

第５条第３項を削る。 

第９条第１号イ及びウ中「申請日」の前に「在学中に交通費を申請する場合 」を加え、

同号オを次のように改める。 

オ 坂城町外に転出した期間が、坂城町への転入日、企業等への就業開始日又は申請日

のいずれか遅い日から３年未満である場合。ただし、住民票を移さず転出していた者

については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算

日とする。 

第９条第２号中「転入日から３年以上５年以内に坂城町以外の市区町村に転出した場合」



 

を「坂城町外に転出した期間が、坂城町への転入日、企業等への就業開始日又は申請日のい

ずれか遅い日から３年以上５年以内である場合。」に改め、同号に次のただし書を加える。 

ただし、住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始

日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする。 

様式第１号中「 



 

 



 

 

」を「 



 

 



 

 

」に改める。 

様式第１号の３中「 



 

 

」を「 



 

 

」に改める。 



 

様式第２号の次に次の２様式を加える。 



 

様式第２号の１（第５条関係） 

 



 

様式第２号の２（第５条関係） 

 



 

様式第２号を削る。 

様式第３号から様式第５号までを次のように改める。 



 

様式第３号（第６条関係） 

 



 

様式第４号（第６条関係） 

 



 

様式第５号（第７条関係） 

 

 

 



 

附 則 

この要綱は、告示の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 


